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議　案　な　ど

寺
岡
公
章

議案第38号 訴えの提起について －○●○●○○○●○○○○○○●原案可決

議案第39号 －○○○○○○○○○○○○○○○原案可決

議案第40号 －○○○○○○○○○○○○○○○原案可決

議案第41号 －○○○○○○○○○○○○○○○原案可決

議案第42号 －○○○○○○○○○○○○○○○原案可決

大竹市太陽光発電設備基金条例の
制定について

大竹市総合福祉センター設置及び
管理条例の一部改正について

大竹市立学校設置条例の一部改正に
ついて

大竹市と廿日市市との間における
一般廃棄物処理事務の委託に関する
協議について
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結
果

　
本
特
別
委
員
会
は
、
現
委
員
に
お
い
て

は
合
計
18
回
委
員
会
を
開
催
し
付
議
さ
れ

た
事
項
に
つ
い
て
協
議
検
討
し
ま
し
た
。

「
駐
留
軍
等
再
編
計
画
に
伴
う
安
心
安
全

対
策
に
関
す
る
事
項
」
に
つ
い
て
は
、
米

軍
機
低
空
飛
行
訓
練
目
撃
情
報
、
航
空
機

の
騒
音
苦
情
件
数
、
在
日
米
軍
に
関
す
る

情
報
な
ど
、
そ
の
都
度
執
行
部
か
ら
報
告

を
受
け
ま
し
た
。「
自
然
災
害
等
に
伴
う

安
心
安
全
対
策
に
関
す
る
事
項
」
に
つ
い

て
は
、「
大
竹
市
議
会
大
規
模
災
害
対
応

指
針
」
及
び
「
大
竹
市
議
会
大
規
模
災
害

対
応
行
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
作
成
し
、
大

規
模
災
害
時
に
お
け
る
議
員
の
役
割
や
対

応
を
明
確
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
災
害
時

に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
「
防
災
行
政
無

線
」
に
つ
い
て
、
一
部
地
域
で
は
ア
ン

ケ
ー
ト
を
取
り
、
市
内
4
地
区
で
の
聞
こ

え
具
合
の
現
地
調
査
を
し
た
う
え
で
協

議
、
検
討
し
ま
し
た
。

　
そ
れ
ら
の
内
容
と
そ
の
他
協
議
し
た
こ

と
を
踏
ま
え
、
今
後
の
防
災
対
策
等
に
反

映
し
て
い
た
だ
く
よ
う
市
長
に
対
し
提
言

し
ま
し
た
。
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　平成25年9月11日から平成27年6月9日の
間、安心安全対策特別委員会を開催し、ま
た、委員派遣をして協議、研究した結果、
自然災害等に伴う市民の安心安全確保のた
めには様々な課題があり、それを少しでも
解消するために、次のとおり市長に提言す
る。
⑴災害時の議会の役割
　大規模災害が発生したとき、議会は、市
執行部と連携し、被災者の救援及び市の災
害復旧のために、非常の事態に即応した役
割を果たす。また、議員は、地域の一員と
して市民の安心安全の確保に努める。
⑵防災情報の伝達方法の多様化
　確実な防災情報の伝達は、災害時にはき
わめて重要であることから、防災行政無線
以外の情報伝達方法の多様化について検討
すること。
⑶防災情報の共有化と啓発活動の推進
　防災・減災に向けて、行政は「公助」の
ため取り組み、市民は「自助」・「共助」の
重要性をまず理解したうえで、自らの地域
防災力を向上させることが必要である。
　そのため、市民・関係機関・行政は防災
情報を共有するとともに、行政は、市民の
防災意識及び防災知識の向上を図るための
啓発活動を推進すること。

 自然災害等に伴う安心安全対策に関する提言書（抜粋）
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